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序章 海老名市地域防災計画の考え方 

- 1 - 

 

    序序章章  海海老老名名市市地地域域防防災災計計画画のの考考ええ方方  

 「海老名市地域防災計画」は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基

づき、海老名市防災会議が、市域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを

目的とし、応急活動事前対策、応急活動対策、復旧・復興に関する事項その他必要な事項につ

いて、市、防災関係機関、市民、事業所等が果たすべき責務、役割等を内閣府中央防災会議が

作成した「防災基本計画」に基づき、海老名市の防災分野を総合的に定めた災害対策の根幹を

なす計画である。 

 本計画は、災害に対し迅速かつ的確に対処するため、常に社会情勢の変化等を反映させる必

要があることから、同条の規定に基づき、毎年本計画に検討を加え、必要があると認めるとき

は、神奈川県及び防災関係機関等と協議・調整の上、修正する。この場合において、本計画は、

「防災基本計画」、指定行政機関等が作成する「防災業務計画」及び神奈川県防災会議が作成

する「神奈川県地域防災計画」並びに「海老名市総合計画」と整合性を図って構成し、抵触が

あってはならない。また、神奈川県地震災害対策推進条例（平成25年条例第１号）及び海老名

市災害対策基本条例（平成26年条例第26号）に規定されるそれぞれの基本理念等を踏まえたも

のとする。 

 
災害対策基本法 防災基本計画

（中央防災会議）
えびな未来創造プラン2020

（総合計画）

我が国の防災上必要と思料
される諸施策の基本を定め
るとともに、防災業務計画
及び地域防災計画の重点を
おくべき事項の指針を定め
た計画である。

海老名市の総合的・計画
的な行政の運営を図るた
めの基本的な考え方やそ
のための具体的な事業を
示す海老名市の最上位計
画であり、海老名市の災
害対策の推進の方針を掲
げている計画である。

神奈川県
地震災害対策推進条例

神奈川県の地震災害
対策に関する基本理
念等を規定した条例
である。

資料編

「海老名市地域防災計画」は、地震災害に対処するための「地震災害対策計画」及
び風水害等災害に対処するための「風水害等災害対策計画」から構成している。な
お、これらの計画に関する資料は、「資料編」に取りまとめている。

神奈川県地域防災計画
（神奈川県防災会議）海老名市

災害対策基本条例
神奈川県の防災に関する総
合的な対策を定めるととも
に、防災基本計画と連携し
た地域計画で市町村地域防
災計画の指針となる計画で
ある。

海老名市の災害対策
に関する基本理念等
を規定した条例であ
る。

海老名市地域防災計画
（海老名市防災会議）

地 震 災 害 対 策 計画 風水害等災害対策計画



序章 海老名市地域防災計画の考え方 

- 2 - 

 

    用用語語のの表表記記等等  

  この計画において、使用している用語等は、次のとおりとする。 

 １ 用語の表記 

計画の中での略 名称又は意味 

市  海老名市 

県  神奈川県 

市長  海老名市長 

県知事  神奈川県知事 

市○○○  海老名市○○○ 

県○○○  神奈川県○○○ 

市民  市内に在住、在勤、在学その他市内に居合わせた者 

防災関係機関  地震災害対策計画第１章第４節「４ 市、県及び防災関係機関

の処理すべき事務又は業務の大綱」及び風水害等災害対策計画第

１編第３章「第３節 市、県及び防災関係機関の処理すべき事務

又は業務の大綱」に網羅されている指定地方行政機関、指定公共

機関、指定地方公共機関、公共的団体及び防災上重要な施設の管

理者並びに自衛隊をいう。 

関係機関  計画事業に関係する全ての機関をいう。 

要配慮者  災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第８条第２項第15号

に規定される災害時に特に配慮が必要な者（一般的に高齢者・障

がい者・外国人※1・乳幼児・妊婦等）をいう。 

要配慮者利用施設  要配慮者の利用する施設で、社会福祉施設、学校、医療施設そ

の他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。 

避難行動要支援者  災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第49条の10第１項に

規定される市に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災

害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で

あって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要

する者をいう。 

避難所予定施設等  避難所予定施設、補完避難所予定施設、福祉避難所予定施設及

び（又は）一時滞在所予定施設をいう。 

避難所等  避難所、補完避難所、福祉避難所及び（又は）一時滞在所をい

う。 

避難勧告等  避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び（又は）避難指示

（緊急）の避難情報をいう。 

本庁舎 

 

 市の事務に供する建物のうち、海老名市勝瀬175番地の１に所

在する建物をいう。 

消防庁舎  市の事務に供する建物のうち、海老名市大谷816番地に所在す

る建物をいう。 

 備考 条例、要綱、計画等の名称にあっては、市○○○又は県○○○と略さない。 

 

※１ 外国人とは、単に日本国籍を持たない者を指すのではなく、日本語が堪能ではない者、日本の文化に不慣れ

な者等のこと。 
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 ２ 用語の意味 

用語 意味 

防災情報システム（防

災カメラ） 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、迅速

な初動期の体制を確立するために設置された２台の高感度カメラ

（株式会社リコーテクノロジーセンターの屋上に設置）をいう。 

全国瞬時警報システム

（Ｊ－ＡＬＥＲＴ） 

 対処に時間的余裕のない事態に関する緊急情報が人工衛星を用

いて市に送信されてくるもので、これを防災行政無線局同報系無

線設備と接続することで、人手を介さずに国からの緊急情報をサ

イレン及び音声放送で瞬時に市民に伝達することができるシステ

ムをいう。 

災害情報共有システム

（Ｌアラート） 

 市が避難勧告等の緊急情報を登録するとそれが放送事業者、通

信事業者等に通知され、テレビやラジオ、ウェブサイト等を通じ

て市民に迅速に伝達されるシステムをいう。 

図上訓練  現場での実動訓練を行わず、実際の災害に近い状況（被害想定

及び訓練シナリオ）を作り、地図等を用いてロールプレイング方

式（役割演技法）で行う訓練をいう。訓練者は、与えられた役割

を通じて被害状況を解決していくことで、応急対策業務の判断調

整能力等を高めることができる。 

応急危険度判定  地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震等

による倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒等

の危険性を判定することをいう。その判定結果は、居住者はもと

より、付近を通行する歩行者等に対しその建築物の危険性につい

て情報提供し、二次的災害を防止することを目的として建築物の

見やすい場所に表示される。 

被災宅地危険度判定  災害対策本部が設置されるような大規模な地震又は大雨等によ

り、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に建物周りの宅地の

地盤、擁壁及び斜面の被害状況からその危険性を判定することを

いう。その判定の結果は、当該宅地の使用者・居住者はもとよ

り、宅地の付近を通行する歩行者等に対しその宅地の危険性につ

いて情報提供し、二次的災害を軽減・防止することを目的として

見やすい場所に表示される。 

ＤＭＡＴ  災害の急性期（おおむね災害発生後48時間以内）に活動できる

機動性を持ち、専門的なトレーニングを受けた医療チームのこと

をいう。「Disaster Medical Assistance Team（災害派遣医療チ

ーム）」を略してＤＭＡＴ（ディーマット）と呼んでいる。 

ＤＰＡＴ  災害の急性期（おおむね災害発生後48時間以内）に活動できる

機動性を持ち、専門的なトレーニングを受けた精神医療チームの

ことをいう。「Disaster Psychiatric Assistance Team（災害派

遣精神医療チーム）」を略してＤＰＡＴ（ディーパット）と呼ん

でいる。 

ＤＷＡＴ  大規模災害時に、一般避難所等における災害時要配慮者の福祉

ニーズに的確に対応し、その避難生活中における生活機能の低下

等の防止を図りつつ、一日でも早く安定的な日常生活へと移行で

きるよう、必要な支援を行う福祉専門職等で構成するチームのこ

とをいう。「Disaster Welfare Assistance Team」を略してＤＷ
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ＡＴ（ディーワット）と呼んでいる。 

ＥＭＩＳ  被災地の医療機関の応援要請情報や支援情報をリアルタイムに

収集、交換することにより、効果的な医療救護活動を確保できる

全国を結ぶ広域災害・救急医療情報システムのことをいう。「Em

ergency Medical Information System」を略してＥＭＩＳ（イー

ミス）と呼んでいる。 

トリアージ  災害発生時に多数の傷病者が同時に発生した場合に、傷病者の

緊急度や重傷（症）度に応じて適切な処置や搬送を行うための治

療優先順位を決定することをいう。 

後方医療機関  災害拠点病院その他病院で、災害発生後においても傷病者の受

入れを行う医療機関をいう。 

災害拠点病院  後方医療機関として地域の医療機関を支援する機能を有し、重

傷（症）・重体な傷病者を受け入れるなど災害時の医療救護活動

において中心的な役割を担う病院をいう。 

ハザードマップ  自然災害による被害を予測し、その被害範囲等を地図化したも

のをいう。 

一時避難場所  地震災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、市民が

一時的に危険から身を保護し、又は市民が一団となって広域避難

場所若しくは避難所等に避難する場合に集合する場所をいう。 

広域避難場所  火災が発生し、更に延焼拡大し、その輻（ふく）射熱から身を

保護するのに十分な広さを持つ場所で、身の周辺又は地域全体が

危険な状態になったとき又はそのおそれがあるときに避難する場

所をいう。 

避難所予定施設  災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、避難所とし

て開設する予定の施設で、避難を余儀なくされた者等の生命及び

身体の安全を一定の期間又は一時的に保護する施設をいう。 

補完避難所予定施設  災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、避難を余儀

なくされた者等を既に開設している避難所に収容しきれない場合

等に、それを補完する避難所として開設する予定の施設で、避難

を余儀なくされた者等の生命及び身体の安全を一定の期間又は一

時的に保護する施設をいう。 

福祉避難所予定施設  災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、原則として

福祉的支援の体制が確保できたときに福祉避難所として開設する

予定の施設で、避難所等での生活が困難で福祉的支援が必要な要

配慮者（高齢者及び障がい者）の生命及び身体の安全を一定の期

間又は一時的に保護する施設をいう。 

一時滞在所予定施設  災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、一時滞在所

として開設する予定の施設で、鉄道等の運行の中止等により徒歩

等で帰宅するために情報を収集する駅滞留者又は交通機関の不通

等により交通機関情報を収集する帰宅困難者の生命及び身体の安

全を一時的に保護する施設をいう。 



序章 海老名市地域防災計画の考え方 

- 5 - 

 

 ３ 災害対策等の関係機関の略称 

略称 意味 

［国］ 内閣府、国土交通省、気象庁等 

［県］ 県、県警察、水道事業者等 

［市］ 市 

［民］ 市民等 

［企］ 企業等 

［事］ 電気事業者、ガス事業者、電話・通信事業者等 

［福］ 社会福祉施設等事業者 

［社］ 市社会福祉協議会 

［危］ 危機管理部 

［消］ 消防部 

［避］ 避難所管理部 

［応］ 応急復旧部 

［物］ 物資輸送部 

［医］ 医療介護部 

 備考 ［危］・［消］・［避］・［応］・［物］・［医］の詳細は、地震災害対策計画第１

章第１節２「(２) 市の体制」及び風水害等災害対策計画第１編第１章「２ 市の体

制」を参照 

 


